
 

地方自治法施行令第 167条の２第１項第 3号の規定に基づく随意契約                               令和８年６月 30日 

発注見通し調書 

                                担当部局：こども青少年局子育て支援部管理課 

Ｎｏ 物品又は役務の名称 数量 
契約の締結を 

予定する時期 
選定基準 納入場所等 

契約担当部局 

連絡先 
備 考 

１ 

児童虐待防止啓発事業

の周知用カード型チラ

シ 印刷 

カード型チラシ 190,000枚 令和８年８月

上旬 

地方自治法第 167 条の２第

１項第３号に規定する障が

い者施設関係のうち福祉局

が公表する障がい者施設の

リストに記載されたものの

うち、本案件の履行が可能

で見積金額が低額な施設を

選定する。 

こども青少年局

子育て支援部管

理課児童支援対

策グループ（大阪

市北区中之島１

－３－20 大阪

市役所２階） 

管理課 

（担当 今田・水出） 

電話：6208－8032 

数量が変

動する場

合がある 

 


